
報告第２号 

      令和７年度朝来市水道事業会計予算の繰越しについて 

  地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第 26条第１項の規定により、「令和７年

度朝来市水道事業会計予算繰越計算書」のとおり、予算を令和８年度へ繰り越したの

で、同条第３項の規定により報告するものです。 

    令和８年６月４日報告 

                                               朝来市長  藤 岡  勇  
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